
 

 

処理方式について 

 

【 経 緯 】 

１ 令和３年３月に策定した「ごみ処理施設整備基本構想」における処理方式については、本事

業に相応しいものとして、以下の２方式を選定した。 

<選定結果> 

   ・焼 却 単 独：焼却方式（ストーカ式） 

   ・コンバインド：焼却方式（ストーカ式）＋メタン発酵方式【乾式】 

 

２ 令和３年７月、新ごみ処理施設の整備及び運営するにあたり必要となる、施設整備基本計

画・ＰＦＩ等導入可能性調査・事業者選定アドバイザリー及び造成基本設計の支援を行う

「新ごみ処理施設整備・運営に係る事業者選定等支援業務委託」を発注した。 

 

３ 令和３年 12月、新ごみ処理施設整備の基本計画を策定するにあたり、２市町に適した施設

を建設するための前提となる処理規模、処理方式、事業方式等の基本的事項を定めることを

目的として、中立的かつ専門的に調査・審議を行うため、「鉾田・大洗広域事務組合新ごみ

処理施設整備検討委員会」を設置し、管理者より新ごみ処理施設の整備・運営について諮問

をした。 

 

４ 新ごみ処理施設整備検討委員会において、基本構想で選定した２方式の処理方式の比較検討

を行った結果、焼却単独（ストーカ式）が優れているものの、条件付きのコンバインド（適

正放流）も選択可能という内容で、令和４年４月８日、新ごみ処理施設の整備・運営につい

て（一部答申）を受けた。  [添付資料１]  

<一部答申内容>（抜粋） 

本委員会は、貴組合にとって望ましい可燃ごみ処理方式を次の２方式とします。 

   ・焼却単独：ごみ焼却施設（ストーカ式） 

   ・コンバインド(適正放流) 

：ごみ焼却施設（ストーカ式）＋メタンガス化施設(乾式メタン発酵) 

  ※ただし、近隣施設においてプラント排水を適正に処理することが可能であること

を条件とする。 

 

５ 令和４年４月 18日事務局より、大洗、鉾田、水戸環境組合に、既存のし尿処理施設におい

て適正に排水処理を行うことが可能か確認するため「大洗、鉾田、水戸環境組合し尿処理施

設の今後の計画等について」の照会を行った。 
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６ 令和４年４月 27日、大洗、鉾田、水戸環境組合からの回答によると、構成市町におい

て今後あと何年運営するか、また施設の更新や延命化についての協議がされていないと

いうことであった。[添付資料２] 

そのため、当組合が計画する新ごみ処理施設のプラント排水について、令和 34年度ま

での稼働期間中、安定的に処理が可能となる担保が現時点においては得られなかった。 

 

このことより、『コンバインド（適正放流）』の条件を満たさないため、当組合の処理方 

式は『焼却単独（ストーカ式）』に選定することとした。[添付資料３]   
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【添付資料１】
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【添付資料２】
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【添付資料３】 

 

令和４年４月 28日 

 

鉾田・大洗広域事務組合新ごみ処理施設整備に伴う処理方式の選定について 

 

 

 鉾田・大洗広域事務組合新ごみ処理施設整備検討委員会より、令和４年４月８日付け

「新ごみ処理施設の整備・運営について（一部答申）」において、答申された内容を踏

まえ、当組合としての方針を検討した結果、処理方式を以下のとおり選定する。 

 

【選定結果】 

令和４年４月 27 日付け大、鉾、水環発第 104 号「大洗、鉾田、水戸環境組合し尿処

理施設の今後の計画等について（回答）」において、大洗、鉾田、水戸環境組合のし尿

処理施設は、当組合が計画する新たなごみ処理施設の稼働期間の令和 34 年までに、構

成市町において今後あと何年運営するか、また施設の更新や延命化についての協議がさ

れていないことから、『コンバインド（適正放流）』の選定条件である、近隣施設におい

てプラント排水を適正に処理することが可能であることの条件を満たすことができな

い。 

このことより、当組合の処理方式は『焼却単独(ストーカ式)』を選定する。 
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